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吉田保険サービス
( 一社）江戸川北青色申告会担当代理店

会員様ですとアフラックのがん保険・医療保険
が団体割引保険料でお申込みいただけます。

0120-777-596
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紙面の主な内容

Ｐ４  都税お知らせ・事務局お知らせ
Ｐ３  見学会・イベント情報

Ｐ1　配偶者控除・配偶者特別控除改正

Ｐ２   特集：消費税改正

配偶者控除・配偶者特別控除改正配偶者控除・配偶者特別控除改正 平成 30 年分所得税より適用されます。

①　合計所得金額が 1，000 万円を超える居住者については、配偶者控除の適用を受けることはできません。
②　配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が 38 万円超 123 万円以下（給与額については下記参照）
　　とされ、控除額が改正されました。

所得税の非課税限度額
は今までと同様です。
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～平成 31 年１0月１日消費税率変わります～
消費税改正① 消費税率

現
行

平
成
31
年
9
月
30
日
ま
で

8% 消費税率　6.3％
地方消費税率　1.7％

改
正

平
成
31
年
10
月
1
日
よ
り

10%

8%

標準税率

軽減税率 軽減税率って
消費税率　7.8％
地方消費税率　2.2％

消費税率　6.24％
地方消費税率　1.76％

軽減税率 ～飲食料品の取扱（売上げ）がない場合や、免税事業者の場合も対応が必要です～

1．軽減税率の対象になる品目

飲食料品 新聞
飲食料品とは、食品表示法に規
定する食品（酒類を除く）をいい、
一定の一体資産を含みます。な
お、外食やケータリング等は軽
減税率の対象には含まれません。

軽減税率の対象となる新聞とは、
一般社会的事実を掲載する週２
回以上発行されるもので定期購
読に基づくものです。

飲食料品
（食品表示法に規定する食品）

酒類

一体資産

外食

ケータリング
テイクアウト
宅配等

軽減税率対象軽減税率対象外
10％

10％

10％

10％ 10％

10％

8％

8％

8％

8％

8％

有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供

医薬品
医薬部外品等

飲食料品

※用語解説

外食

ケータリング

テイクアウト
宅配

飲食料品とは、「一般に人に飲用又は食用に供するもの」をいいます。
例えば、工業用の塩は軽減税率の対象となる飲食料品には含まれません。
飲食店営業等の事業を営む者が飲用に用いられる設備がある場所において行う
食事の提供

相手方の注文に応じて指定された場所で調理・給仕をおこなうもの

飲食店営業等の事業を営む者が行うものであっても、いわゆるテイクアウト、
宅配等は軽減税率の対象

平成 31年 10 月に消費税の改正がおこなわれます。
広報誌にて特集で掲載されます。

おもちゃ付のお菓子など、食品と食品の資産があらかじめ一体となっている資産　　　　　　　　　　　　　　　

一体資産
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藤沢 SST の街並み

夏休みの計画はお済みですか ??

夏の思い出づくりの参考に・・
青色申告会のホームページまで

※ディズニーコーポレートは紙面のみ

切り取り

新規入会者説明会新規入会者説明会
毎月 18 日は新規入会者説明会です !!　

入会したばかりで、何から始めようかな？
青色申告会の利用方法ってどうするの？
決算期以外に青色申告会を利用したことがない方
青色申告会の利用方法や個人事業主の年間スケジュール
などの説明を行います。該当する会員の方には個別で
ご連絡していますが、まだ参加されたことのない方は
お気軽に事務局までご連絡ください。

※

※ 月のスケジュールによっては前後いたします。詳しくは事務局まで

1 4 5 3
一般社団法人

東京青色申告会連合会



事務局カレンダー

8 月 2 日

8月 7日

8月 8日
8月 8日

8月 20 日～ 21 日
9月 7日～ 8日

8月 2日

融資相談会
司法書士相談会

税理士無料相談会
事業委員会　　　　　　　　　　　　
広報委員会　　　　　　　　　　　　

会員旅行
職員研修のため休館

税理士無料相談会

今月の相談会

個別融資相談会
司法書士無料相談会

毎月第二火曜日

毎月第一水曜日
8月2日（水）

8月8日（火）

お申込み・お問い合わせは
事務局 03（3656）0621 まで


